
密集市街地総合防災事業に係る再評価
（若江・岩田・瓜生堂地区）

東大阪市



対象事業の概要
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密集市街地改善のまちづくりの取組経緯
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【名 称】
【所 在 地】

【面 積】
【施行期間】
【事業手法】

事業の概要 4

：若江・岩田・瓜生堂地区
：瓜生堂1・2丁目、岩田町3丁目、
若江本町1・2丁目、若江北町1丁目
：約49ha
：H27～R07
：密集市街地総合防災事業（住宅市街地総合整備事業）

整備地区の概要1



①まちの不燃化
●老朽建築物等の除却：木造賃貸住宅除却補助（最大250万円）
●地区公共施設（道路・公園）の整備：用地買収、道路整備
●防火規制の強化：H28.12～ 準防火地域全域指定

R5.4～ 防災街区整備地区計画告示

実現するための取組みの特徴

事業の概要 5

取組みの概要２

①定期的な事業パンフレットの発送
②地権者等への直接訪問：丁寧で密接な信頼関係を構築
③自治会等の地域コミュニティとの連携
・令和5年度：防災人材育成プログラムMUSUBOUプロジェクトを実施



近鉄若江岩田駅

事業の概要 6

若江・岩田・瓜生堂地区整備計画図３



事業の実績 7

事業の実績（位置図）１



事業の実績 8

道路拡幅事業２

・道路拡幅事業では、平成27年度から令和6年度の10年間で 1,048.68㎡の
面積を買収し、整備延長338.42ｍ道路整備を実施。

・密集住宅市街地整備促進事業を開始後の平成16年度から令和6年度の
21年間で1,761.65㎡の面積を買収し、整備延長564.02ｍ整備を実施。

・道路整備の進捗率は24.5%。事業未実施の路線を除いた重点路線のみの
進捗率は33.2%です。



事業の実績 9

木造賃貸住宅除却補助事業３

・木造賃貸住宅除却補助事業では、平成27年度から令和6年度の10年間で78棟
493戸の木造賃貸住宅の除却を実施。
（※自然更新を含めると90棟562戸が除却されている。）

・密集住宅市街地整備促進事業を開始後の平成16年度から令和6年度の21年間で
は自然更新を含め125棟791戸の木造賃貸住宅が除却されています。

・除却や建替更新をより加速させるため、ほぼ全ての木造賃貸住宅所有者へダイ
レクトメールの送付や訪問を実施。



再評価の実施要領
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なぜ再評価を行うのか

◆再評価の目的
公共事業の効率性及びその実施過程の透明性の一層の向上を図る
ため、再評価を実施する。
事業の継続に当たり、必要に応じその見直しを行うほか、事業の
継続が適当と認められない場合には事業を中止するものである。

◆再評価の対象となる事業
事業採択後、５年間が経過した時点で継続中の事業

（出典：国土交通省所管公共事業の再評価実施要領） 11



再評価の視点

①事業の必要性等に関する視点
社会経済
情勢等の変化

② 事業の進捗の見込みの視点
・事業の実施のめど、進捗の見通し等

③コスト縮減や代替案立案等の可能性の視点
・技術の進展に伴う新工法の採用等による新たなコスト縮減の可能性
や事業手法、施設規模等の見直しの可能性

・事業採択の際の前提となっている需要の見込みや地元
情勢の変化等事業を巡る社会経済情勢等の変化状況等

投資効果

進捗状況

・事業の投資効果やその変化▶Ｂ／Ｃによる評価

・再評価を実施する事業の進捗率、残事業の内容等

（出典：国土交通省所管公共事業の再評価実施要領） 12



対応方針決定の考え方

視点① 事業の必要性
視点② 事業の進捗の見込み

視点③ コスト縮減や代替案立案等の可能性
事業の見直しを図る必要性を判断

いずれの視点でも
継続が妥当か判断

Step
２

Step
１

Step
３ 事業継続の可否を判断

（出典：国土交通省所管公共事業の再評価実施要領） 13



①事業の必要性等
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密集市街地整備に関する主な取組み経過

• 大阪府北部地震や台風21号を経験し、まちの防災性向上に対するニーズの高ま
りが期待される。

H30.6.18：大阪府北部地震（住家被害：全壊20、半壊471、一部損壊57,586）
H30.9.4：平成30年台風第21号（住家被害：全壊33、半壊593、一部損壊72,438）

近年の災害履歴

• Ｈ26.3

• Ｈ26.6

• Ｈ26.6
• R3.３

• Ｒ5.4

：大阪府密集市街地整備方針を策定
目標：地震時等に著しく危険な密集市街地の解消（Ｈ32）

：国土強靭化基本計画決定
重要業績指標：危険密集市街地の解消（Ｈ32）

：整備アクションプログラムの策定
：密集市街地対策の検証と今後の取組み公表
：大阪府密集市街地整備方針の改定
（新たな安全性評価指標の採用

※不燃領域率による評価から想定平均焼失率による評価へ）
：若江・岩田・瓜生堂地区防災街区整備地区計画の告示
（小規模でも準耐火建築物以上）

社会経済情勢等の変化 15



投資効果：費用対効果分析による評価方法 16

費用の計測
・用地費等
・整備費
・維持管理費（評価期間中）

便益の計測

・事業有り・無しの環境条件の
変化による地価総額の変化分
（地価関数の推定）

公共施設

・耐火・準耐火化による防災性
の向上効果（保険料の軽減）

老朽建築
物等除却

・供用期間中の純収入
・防災性の向上効果建替促進

年次別費用 年次別便益
評価時点（現時点）を基準として捉えるため、
物価水準の統一や貨幣の現在価値化を行う

費用の現在価値化 便益の現在価値化

費用便益比（Ｂ／Ｃ）→1.0以上であれば便益が費用を上回る



投資効果：費用対効果分析による評価方法 17

・事業有り・無しの環境条件の
変化による地価総額の変化分
（地価関数の推定）

公共施設



再評価 採択時
（Ｈ27）（R6） （R1）

Ｂ／Ｃ （総便益／総費用） 1.30 1.41 1.56

費用
（Ｃ）

公共施設整備 865 583 1,190
老朽建築物等除却 239 211 0
コミュニティ住宅の整備 0 0 510
建替促進に関わる建設事業費 483 460 3,122
総費用（Ｃ） 1,587 1,254 4,822

便益
（Ｂ）

公共施設整備等による住環境向上 989 922 1,532
老朽建築物等除却 195 131 0
コミュニティ住宅の整備 0 0 477
建替促進 867 709 5,442
防災性の向上 9 6 80
総便益（Ｂ） 2,060 1,768 7,531

投資効果：費用対効果分析による評価結果 18



◆評価指標の変更
・令和２年７月に危険密集の安全性評価方法として、評価範囲をより
適切に分割すること、延焼危険性の評価指標を従来の不燃領域率か
ら想定平均焼失率へ統一する事が国から示された。
・このことを踏まえ、令和３年３月に大阪府は密集市街地整備方針を
改定し、新たな安全性評価方法（想定平均焼失率）を採用すること
とした。

不燃領域率
による評価

H27～R1年度末 R2年度末～

想定平均焼失率
による評価

目標：40％以上 目標：23％未満

進捗状況：指標による評価① 19



進捗状況：指標による評価② 20



◆不燃領域率から
想定平均焼失率への換算方法
・不燃領域率から想定平均焼失率へ
の換算にあたっては、20×20棟か
ら100×100棟までの両指標の関係
を算出し、一番大きい不燃領域率
の値で描かれる包路線

（グラフの赤い線）
を用いて作成した換算表を用いる。

進捗状況：指標による評価③ 21



◆想定平均焼失率の推移
評価区域

①
岩田･瓜生堂

②
若江

R2年度末 27.9% 51.1%

R3年度末 27.1% 46.7%

R4年度末 27.0% 46.8%

R5年度末 25.7% 23.7%

R6年度末 23.1% 24.4%

◆不燃領域率の推移
地区全体

H27年度末 31.3%

H28年度末 34.8%

H29年度末 34.4%

H30年度末 35.1%

R1年度末 35.0%

進捗状況：指標による評価④ 22



１

２

進捗状況：指標による評価⑤ ［評価区域］ 23

岩田・瓜生堂

若江



3

進捗状況：事業実績 24



②事業の進捗の見込み
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・平成16年度から令和6年度の 21年間で約1,761㎡の面積を買収した。
・当初より、地権者訪問は行っていたが、平成26年度に都市計画道路が廃止
されたことに伴い、重点路線について、より積極的に地権者訪問を行った。
・平成27年度以降、10年間で約1,048㎡の買収実績をあげることができた。
・上記買収面積は、全体買収面積の約6割を占める。

進捗状況：主要生活道路の整備① 26

買収面積全体の約6割



・平成16年度から令和6年度の21年間で125棟562戸の除却が行われた。
・平成29年度以降、除却をより加速させるため、ほぼ全ての木造賃貸住宅所
有者へ訪問を行っている。
・平成27年度以降、10年間で78棟493戸の実績をあげることができた。
・上記戸数は、全体除却戸数の約9割を占める。

進捗状況：老朽木造賃貸住宅除却 27

全体除却戸数の約9割



③コスト縮減や代替案立案等の可能性
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・積極的な周知啓発の推進
・地権者等との信頼関係の構築など

・早期の事業収束に向け、鋭意用地買収を進め事業
の進捗を図る。

・代替案立案の可能性はなし

コスト縮減や代替案立案等の可能 29



再評価の審議
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費用便益比（Ｂ／Ｃ）は、全事業･残事業とも1.0以上であり便益が費用を上回る

再評価（R6） 採択時
（Ｈ27）全事業 残事業

Ｂ／Ｃ （総便益／総費用） 1.30 2.23 1.56

費用
（Ｃ）

公共施設整備 865 151 1,190
老朽建築物等除却 239 80 0
コミュニティ住宅の整備 0 0 510
建替促進に関わる建設事業費 483 482 3,122
総費用（Ｃ） 1,587 713 4,822

便益
（Ｂ）

公共施設整備等による住環境向上 989 641 1,532
老朽建築物等除却 195 75 0
コミュニティ住宅の整備 0 0 477
建替促進 867 867 5,442
防災性の向上 9 9 80
総便益（Ｂ） 2,060 1,592 7,531

投資効果：費用対効果分析による評価結果 31



事業の必要性、効果の再評価 32

☑ 事業の実施により、大規模地震時の延焼危険度を相当程度低減すること
☑ 事業の実施により、大規模地震時の倒壊出火の危険性を十分に低減すること
☑ 事業の実施により、必要な公共空間（道路、公園等）の確保を行うものであること

A指標

☑ 下記のいずれかに該当すること
・防災再開発促進地区の指定
・大都市居住環境整備推進制度の重点地域
・災害対策基本法の地域防災計画に位置づけ
・中心市街地活性化法の基本計画等法律に基づく地域計画に位置づけ
・都道府県または市町村の住宅マスタープラン等に位置づけ

☑ 事業の実施により、良質な市街地住宅の供給を行うこと

B指標

いずれの項目も満足するので継続判定とする

Ａ指標のうち１項目以上の項目を満足し、かつＡ指標とＢ指標を通じてさらに一
以上の項目を満足する場合は継続、それ以外の場合は、事業内容等の変更または
事業の休止若しくは中止を検討



これまで、主要生活道路の整備、老朽木造賃貸住宅除却費等
補助、防災街区整備地区計画の策定等によって住環境の改善
及び防災性の向上を図ってきた。

しかしながら、当該地区の延焼危険性は依然として高く、
事業の継続が求められている。

また、費用対効果分析においても効果が示されている。

これらのことから本事業を継続したいと考える。

事業継続の判断 33



○主要生活道路拡幅整備
・重点路線沿いの地権者には協力が得られ、約３割程整備が完了している。し
かし、まだ依然として買収予定箇所も多く、特に一時避難地である玉美小学
校や広域避難地につながる防災上重要な路線の拡幅については、線形が整う
まで進めてきたい。

○老朽木造賃貸住宅除却促進
・安全性・防災性・防犯性の観点から、建物所有者の除却意欲の向上や防災等
への意識が高まっており、今後も除却は増えていくと考えているため、地震
時等に著しく危険な密集市街地の解消までは引き続き進めていきたい。

○建替促進
・建替え後の建物は準耐火建築物以上となり、まちの不燃化に大きな効果が得
られるため、老朽木造賃貸住宅除却と併せて、地震時等に著しく危険な密集
市街地の解消までは引き続き進めていきたい。

事業継続に係る今後の方向性① 34



○土地・建物等の専門家との連携
・事業に関する交渉に加え、土地活用等を含めた提案及び相談ができる専門家
との体制づくりを行うことで、事業の加速を図ることができるため、連携を
深めていきたい。

〇国・府等の支援
・地震時等に著しく危険な密集市街地を解消を目標に、引き続き、国・府等の
財政支援を頂きながら、事業を継続していきたい。

事業継続に係る今後の方向性② 35


